
○身体障害者福祉法 

（昭和二十四年十二月二十六日） 

（法律第二百八十三号） 

（援護の実施者） 

第九条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、そ

の身体障害者の居住地の市町村（特別区を含む。以下同じ。）が行うものとす

る。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であると

きは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて

又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条

第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介

護給付費等（次項及び第十八条において「介護給付費等」という。）の支給を

受けて同法第五条第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設又は同条

第十一項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。）に入

所している身体障害者及び生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三

十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者（以下この項におい

て「特定施設入所身体障害者」という。）については、その者が障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項若しくは第六項

の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設又は生活保護法第三十条第一項

ただし書に規定する施設（以下この条において「特定施設」という。）への入

所前に有した居住地（継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所

身体障害者（以下この項において「継続入所身体障害者」という。）について

は、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地）の市町村が、この法

律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有

しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については、入所前

におけるその者の所在地（継続入所身体障害者については、最初に入所した特

定施設への入所前に有した所在地）の市町村が、この法律に定める援護を行う

ものとする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児

入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の

規定により措置（同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第

三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。）が採られて障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の厚生

労働省令で定める施設に入所していた身体障害者又は身体に障害のある児童福

祉法第四条第一項に規定する児童（以下この項において「身体障害者等」とい

う。）が、継続して、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若



しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は生活保

護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該身

体障害者等が満十八歳となる日の前日に当該身体障害者等の保護者であつた者

（以下この項において「保護者であつた者」という。）が有した居住地の市町

村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、当該身体障害者等が

満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が

居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない身体障害

者等については、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者

の所在地の市町村がこの法律に定める援護を行うものとする。 

４ 前二項の規定の適用を受ける身体障害者が入所している特定施設の設置者は、

当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援

護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。 

５ 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を

図るために必要な指導を行うこと。 

二 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

三 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必

要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会

的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。 

６ 市町村は、前項第二号の規定による情報の提供並びに同項第三号の規定によ

る相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びそ

の介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業又

は特定相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。 

７ その設置する福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定

める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）に身体障害者の福祉に関する事

務をつかさどる職員（以下「身体障害者福祉司」という。）を置いていない市

町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第五項第三号に掲げる

業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの（次条第二項及び第三項に

おいて「専門的相談指導」という。）については、身体障害者の更生援護に関

する相談所（以下「身体障害者更生相談所」という。）の技術的援助及び助言

を求めなければならない。 

８ 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、第五項第三号に掲げる業

務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合

には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 

９ 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理

に属する行政庁に委任することができる。 

（身体障害者手帳） 



第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、

その居住地（居住地を有しないときは、その現在地）の都道府県知事に身体障

害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないと

きは、その保護者（親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二

十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児

童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。

以下同じ。）が代わつて申請するものとする。 

２ 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定め

るところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規

定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審

議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するとき

は、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけ

なければならない。 

４ 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるも

のに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければなら

ない。 

５ 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認

めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなけれ

ばならない。 

６ 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与して

はならない。 

７ 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交

付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳

に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交

付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなけ

ればならない。 

８ 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交

付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でそ

の身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡

さなければならない。 

９ 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けた

ときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものと

みなす。 

１０ 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定

める。 

 


